
はじめての保育園

戸塚区こども家庭支援課
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戸塚区のマスコット ウナシー

令和６年度



１ 認可保育所等の種類

種類 特徴 対象
年齢 定員 利用料

認可保育所
保護者の就労や病気などで、お子さんの保育を必要とする場合に、
保護者にかわって保育する児童福祉施設です。
公立園と私立園があります。 ０～

５歳児 20名以上

０円～
77,500円

※認定こども園は
入園料がかかる
場合があります

認定こども園
（保育利用） 教育・保育を一体的に行う施設です。

小規模保育事業 比較的小規模な環境できめ細やかな保育を行う施設です。
連携施設があり、卒園後の優先入所枠を設けています。

０～
２歳児

６～19名

０円～
58,100円家庭的保育事業 家庭的保育者が家庭的な雰囲気の中で保育を行う施設です。 ３～５名

事業所内保育事業
（地域枠）

会社や事業所の保育施設などで、従業員のお子さんと地域のお子
さんを一緒に保育する施設です。

施設に
よる

横浜市には、様々な保育園や幼稚園があります。
利用をされる際には、区役所または各施設に申込む必要があります。
認可保育所、認定こども園（保育利用）、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業（地域枠）
は、区役所に申請が必要です。
これらの施設は、保育を必要とする事由がある場合に利用をすることができます。

利用案内P５
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２ 園の見学
大切なお子さんをお預けする施設です。
気になるところをリストアップして、しっかりチェックしましょう。
園を見学することで、自分に合った園が見つかり、申請する希望順位が定まりやすくなります。
※園見学をされる場合は、事前に園へご連絡をお願いします。

チェック項目例
 保育方針は？
 全体の園児数は何名？○歳児クラスは何名？
 通園手段（徒歩・自転車・車）は？通園時間はどのくらい？
 開所時間は？
 １日のスケジュールは？
 在園している子どもたちの様子は？
 園の年間行事は？
 遊具や園庭の広さは？
 おむつの取り扱いは？持参？園で用意してくれるの？
 お昼寝布団は持参？園で用意してくれるの？
 ベビーカーのスペースは？
 給食・おやつは園内調理？
 アレルギーの対応は？

お住まいの区以外の園も
希望することができます。
どんな預け先があるかは、

戸塚区保育所等一覧や希望する区のHP、
保護者向け園選びサイト（サイト名：えん
さがしサポート☆よこはま保育）等で

確認しましょう。

利用案内P３
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３ 保育を必要とする事由 利用案内P６

認可保育所等を利用する際には、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

保育園を利用できるのは、保護者が…

 会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき
 妊娠しているとき、出産の準備や出産後の休養が必要なとき
 病気・けがや障害のため保育を必要とするとき
 病人や障害者を月64時間以上介護しているとき
 仕事を探しているとき（求職中）
 大学や職業訓練校などに月64時間以上通っているとき
 育児休業を終了し、仕事に復帰するとき など

事由によって、
利用できる期間や
保育必要量が
異なります。
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４ 申請の流れ

「利用調整」とは、優先順位の
基準に基づいて利用できる
保育園を調整することです。

利用案内P８

申請書類の提出

「給付認定決定通知書」の交付

利用内定

利用契約

「利用料通知書」の交付

利用開始

利用調整

＜保育園が決まった場合＞ ＜保育園が決まらなかった場合＞
保留

「保留通知書」の交付

翌月の利用調整へ

保留となった場合は、入所が決まるまで（または３月まで）、毎月
利用調整の対象になるので、改めて申請をする必要はありません。
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５ 申請スケジュール（令和６年度の場合）

年度途中の入園の場合

利用開始月 申請開始日 申請締切日
令和６年５月 令和６年３月11日（月） 令和６年４月10日（水）
令和６年６月 令和６年４月11日（木） 令和６年５月10日（金）
令和６年７月 令和６年５月13日（月） 令和６年６月10日（月）
令和６年８月 令和６年６月11日（火） 令和６年７月10日（水）
令和６年９月 令和６年７月11日（木） 令和６年８月９日（金）
令和６年10月 令和６年８月13日（火） 令和６年９月10日（火）
令和６年11月 令和６年９月11日（水） 令和６年10月10日（木）
令和６年12月 令和６年10月11日（金） 令和６年11月８日（金）
令和７年１月 令和６年11月11日（月） 令和６年12月10日（火）
令和７年２月 令和６年12月11日（水） 令和７年１月10日（金）
令和７年３月 令和７年１月14日（火） 令和７年２月10日（月）

４月入園の場合
 一次申請
受付期間：令和５年10月10日（火）～11月６日（月）消印有効
申請方法：原則郵送

※出生前申請を行う方、障害児保育の利用を希望
される方、横浜市外の認可保育所等の利用を希
望される方は、窓口で申請いただけます。

※希望園の追加・順位変更や不足書類の提出は
11月28日（火）（消印有効）まで受け付けます。

 二次申請
受付期間：令和６年１月４日（木）～２月９日（金）必着
申請方法：窓口・郵送
※一次利用調整で保留となった場合、再度の申請は不要です。

利用開始は原則、各月１日です。
毎月の各園の空き状況は、戸塚区HPを確認してください。

利用案内P12・13

【出生前申請について】
４月一次申請のみ、これから出産予定の方も申請ができます。
対象児：令和６年２月４日（日）までの出生児

※出産予定日が２月４日以降でも申請ができます。
※出生後、２月９日（金）までに「出生後届出書」の
提出が必要です。
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認可保育所等の申請は年度ごとです。申請書類の提出は、利用を希望する月の申請期間内に行ってください。
横浜市外の園を希望される方は、希望先保育所等のある市区町村の申請スケジュールをチェックしてください。
横浜市外在住で横浜市内の保育所等の利用を希望される方は、お住まいの市区町村を通して申請してください。
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